
令和３年２月１９日 

配水用ポリエチレン管の採用について（お知らせ） 

川越町長 城田 政幸 

日頃より、川越町の水道事業に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

標記のことにつきまして、川越町では令和３年４月１日よりΦ５０ｍｍ～Φ１００ｍｍの配水

管（水道本管）の材料として、配水用ポリエチレン管を採用しますので、下記のとおり今後の取

り扱いをお知らせします。 

記 

１．採用管材料     Φ ５０ｍｍ配水用ポリエチレン管 

            Φ ７５ｍｍ配水用ポリエチレン管 

           Φ１００ｍｍ配水用ポリエチレン管 

２．採用年月日   令和３年４月 1日
          ※分譲地の開発行為により布設されるものについては、都市計画法

第３２条に基づく協議が、上記年月日以降のものから適用します。

３．配管技能者の配置及び資格

施工にあたっては、下記の資格を有する技能者を配置すること。

１）配水用ポリエチレンパイプシステム協会（POLITEC）の配管施工講習会の受
講修了者

２）配水用ポリエチレンパイプシステム協会加盟メーカーが実施する配管施工講

習会の受講修了者

３）旧団体（「水道用ポリエチレンパイプシステム研究会」「配水用ポリエチレン管

協会」）の施工講習会の受講修了者

４．提出書類

  通常、申請及び竣工時に提出していただく書類に加えて、下記の書類を提出して下さい。

工事の申請書提出時 ・・・ 配水用ポリエチレン管 配管技能者配置届

  工事の竣工届提出時 ・・・ 届出の技能者が資格証を持った状態での写真
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